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「福祉国家」政策論への規範経済学的基礎付け＊

吉　原　直　毅

　「福祉国家」政策を巡る近年の論争の背景には，伝統的な厚生経済学が立脚する厚生主義とそれを乗

り越える規範的価値を持ち込む非厚生主義との間の規範理論の対立を読み込むことが可能である．本
稿は，伝統的な厚生主i義的厚生経済学の射程を超えた，より包括的な多元的価値基準の体系を提起し，

それらの買価値間の互いにあい対立し得る主張を調整して整合的な社会的政策判断を形成するための

仕組みを提起する．そのような仕組みは拡張された社会的厚生関数として定式化されるものであって，
また，互いにあい対立し得る多元的諸価値として，ここでは（1）労働主権　（2）非厚生主義的な分配的

正義の基準，（3）厚生主義的な経済的効率性基準の3つの観点を公理として定式化した．さらに，これ

ら3つの公理の主張を調整することによって，拡張された社会的厚生関数が整合的に構成可能となる

ための条件について議論した．

1．イントロダクション

　いわゆる「経済のグローバリぜ一ション」の下で，

日本の福祉国家制度も本格的再編が進んでいる．そ

の動向は，「新自由主義」路線として特徴付けられる

ことも多い．すなわち，経済的自由競争を重視し，

規制緩和や市場の競争ルールの整備を進める一方，

社会福祉や教育など従来公共部門が担ってきたもの

を民間へと移して「小さな政府」を作り，「民間活

力」による経済的効率やサービスの向上を図る路線

として特徴付けられている．これらの政策路線の資

源配分的特徴の一つは，端的に言って大企業や高所

得者層への優遇的な減税の実施でありD，他方で福

祉的支給の切り詰め・制度見直し2）等を通じた，所

得再分配メカニズムの変換である．こうした政策的

動向は，他方で労働市場の規制緩和3）やそれを法的

根拠として進行する非正規雇用比率の拡大4｝の下で

の民間給与総額の減少という傾向5）と相侯って，結

果としての所得格差の拡大をもたらしている6＞．ま

た，所得の不平等が世代を通じて拡大的に再生産さ

れる傾向もあって，出身家計に起因する人生選択の

「機会の不平等」が近年拡大傾向にあると，社会的に

も認識されつつある．

　「新自由主義」路線に基づく福祉国家制度の再編

成は，政治学や社会学，マルクス系経済学等の学問

的議論上でも，批判の対象として取り上げられる事

が多い7）．他方，経済の「グローバリぜ一ション」の

下で国民経済の国際競争力の維持・強化の必要性を

考慮する観点からは，「新自由主義」路線に関して

も，別な評価が有りうるのである．つまり，一連の

規制緩和や市場の競争ルールの整備は，市場の競争

的メカニズムとしての機能を改善させる事を通じて，

経済的資源配分をより効率化させ，社会的厚生の改

善に寄与するだろう．また，法人税や所得税におけ

る最高税率の引き下げや有価証券取引税の廃止，配

当所得への減税，研究開発促進税，あるいは労働市

場の規制緩和等々は，総じて国家予算配分を，社会

的弱老向けの福祉関連項目から国内主要産業の国際

競争力強化対策項目へとシフトさせるかもしれない．

しかしそれらは結局，主要大企業の先導の下で国民

経済の生産性と国際競争力を維持・向上させる事に

よって，長期的には社会的弱者の雇用条件の改善・

拡張や福祉関連予算の確保・拡張が見込まれ’，結果

的に弱者も長期的には改善させるであろう，と．こ

うした議論の「正当性」についても，新古典派経済

学の精緻なミクロ経済理論的分析によってある程度

の裏づけを与えることは十分前可能である．実際，

現代の厚生経済学における標準的な政策的評価基準

である「仮説的補償原理」は，「新自由主義」的政策

体系の理論的正当性を検証する術を与えてくれるで

あろう．

　もっとも，一定の見識を持つ人であれば，以上の

ような正当化の議論だけによって，「新自由主義」路

線に全てを委ねてしかるべきという結論を導き出す

ことに対して，当然の留保を置こうとするであろう．

それは，そもそも「仮説的補償原理」の基準は，政
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策体系の整合的な社会的評価を為しえないという問

題8）があり，また，その基準は資源配分の「公正性」

の観点を反映しないという問題もある．したがって，

「新自由主義」路線の結果として拡大する貧富の格

差や「機会の不平等」を放置してよいのか，あるい

はどこまで是正の措置を制度化するのか，という問

題についての価値判断を行うためには，独自な基準

を新たに考えていくしかない．

　伝統的な厚生経済学においては，完全競争市場に

おける経済的資源配分機能の効率性の確認から出発

しつつも，「市場の失敗」問題や「配分の公正性」問

題等の解決の為に市場への政策的介入が不可欠であ

るとの基本認識に立っている．その認識は当然，共

有しつつも，その上で適切な政策評価の方法や基準

の提示，さらにそうした評価に適う政策メカニズム

の提起を行う際には，その提起が現実の社会で生活

する人々が直観的に持つであろう福祉のあり方に関

する価値観に照らして妥当である事が問われるであ

ろう．そうである限りにおいて，伝統的な厚生経済

学の前提する厚生主義的立場・方法論は，批判的に

評価されざるを得ないのではないかPそれが本稿で

の基本的問題認識である．

　例えば，生活扶助基準の見直しと自立支援制度の

見直しとして特徴付けられる「生活保護制度の見直

し」問題に関しても，就労に条件付けられた給付制

度を推進する「ワークフェア」政策として位置づけ

られる9）．この見直し案は，そこで提案された「自

立支援プログラム」については被保護者のニーズの

多様性を考慮した支援メニューの整備を位置づける

等，評価すべき点も多いが，近年の経済的格差の拡

大を反映する形で生活保護者数・率ともに増加し，

かつ保護受給期間が長期化する傾向の下，老齢加算

や母子加算の段階的廃止の検討など，保護水準の切

り下げの提案も含んでいる．さらに被保護者が「自

立支援プログラム」への参加を拒否する場合の保護

の停止・廃止というある種のインセンティブ・メカ

ニズムを盛り込んでもいる．

　こうした「ワークフェア」政策路線が，その背景

に持つ生活保護についての理念とは，主に市場的論

理・経済的効率性の配慮に動機付けられたものであ

り，言わば「福祉の市場化」の導入である事が伺わ

れる．それに対しては，いかなる国民にも保証され

るべき基本的人権10）を脅かす仕組みであるという

批判も少なくない．例えば，自立支援のプログラム

が就労による自立を目的にしている点は評価に値す
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るであろうが，それが適用された場合の実態として

起こり得るのは，母子家庭の母親や病気の人など，

働きたくても働けない状況があるにも関わらず，実

情を無視した就労を強要するメカニズムとして機能

する状況であり，そのような可能性への危惧の声や，

その結果としての「ワークフェア」政策への代替

案11）の要請の声も当然ながら出てくるであろう．

しかしながら，伝統的な厚生経済学において開発さ

れてきた費用・便益分析や仮説的補償原理などの厚

生主義的な政策評価は，後で議論するように，貨幣

的に換算可能な消費選好の充足という福祉尺度に基

づくものであり，上記のような基本的人権などの観

点は「経済学以外の社会科学の学問領域」として，

考察の対象から外している．実際こうした観点は，

財・サービスの消費水準に基づく評価のみでは捉え

られない人の福祉や「善き生」についての概念や多

様な評価軸を明確化しないことには，経済政策の社

会的評価の際の参照基準にはなりづらいだろう事も

容易に理解できる．

　にも拘らず，「ワークフェア」的福祉政策への評価

問題に限らず，一般に経済政策の妥当性を巡る議論

において，伝統的な「経済学的」観点，すなわち厚

生主義的な価値基準と，伝統的には上記の例のよう

に「非経済学的」と扱われるような，しかしながら

参照するに値する観点や価値基準との間での評価の

対立は，政策の社会的意思決定過程において普遍的

に見られる問題である．それ故に両価値を参照可能

とする，より包括的な社会的評価の仕組みを確立す

ることが求められることになろう．それによって，

生活保護制度などの福祉政策への（包括的）評価も含

め，「新自由主義」的な福祉国家再編路線について，

より適切な見識とバランス感覚の下での社会的評価

や，代替案の提示なども可能になってくるであろう．

　以下，第2節では，福祉国家的政策の社会的評価

問題に対して，伝統的な厚生経済学が前提する厚生

主義的アプローチの限定性を明らかにする．その上

で，第3節では，その限定性を超克した，より包括

的な社会的評価を確立する為の理論的基礎作業を進

行させる．最後に4節で，全体としての結論といく

つかの追加的注意事項について言及する．

2．厚生主義アプローチの何が問題か？

　厚生主義とは人々が社会において享受する福祉状

態に関する評価を，人々の主観的選好の充足度に基

づいて行う立場・方法論と言ってよい．とりわけ新
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古典派経済学の舞台設定の下では，それは個々人の

財・サービスの消費に関する主観的選好の充足度を

情報的基礎として，社会の福祉状態を評価する議論

であると要約する事が出来よう．こうした社会福祉

の評価方法に関しては，アマルティア・セン（Sen

（1979；1980））やロナルド・ドゥウォーキン（Dwor－

kin（1981a；2000））などによる批判が良く知られて

いる12）．対して，（厚生）経済学の枠内に限れば，そ

の厚生主義的方法についての問題点をより一層，先

鋭化させた形で浮かび上がらせることができる．そ

の点を，以下，いわゆる新厚生経済学派の仮説的補

償原理に基づく政策評価方法を具体例として，見て

いくことにしよう．

　N人の個人からなる社会に〃z種類の純粋私的財

が存在し，その純粋私的財が当該社会に全体として

9∈R華＋だけ賦存するとしよう．各個人に共通の消

費可能空間はR華であり，また，各個野庭Nの消

費可能空間R攣における選好は，効用関数脇：

R攣→Rで表現されると仮定する．この効用関数は

躍で連続，単調増加，かつ準凹な実数値関数であ

るとする．そのような効用関数のクラスをUで表

す．また，社会全体として利用可能な生産技術は，

生産可能性集合V⊆R窩として与えられている．こ

の集合Vは凸であると仮定しよう．以上の設定の

下で，任意な一つの生産経済がリスト

ε≡〈N；R孕；（π嘉∈醇9；yr＞によって定義される．

この経済における実行可能配分の集合は

　．4（θ）…｛x＝（銑）げ∈N∈R望π1Σピ∈N銑∈y＋｛ざ2｝｝

として定義される．任意の実行可能配分x∈A（θ）

がこの経済環境θにおいてパレート効率的である

のは，以下のパレート優位性の条件を満たす実行可

能配分x’が存在しないとき，そのときのみである：

　　　　脇（　　ノ謬ぎ）≧循（銑），∀ガ∈2＞；

　　かつ観（∬D＞防州），ヨノ∈2＞．

この生産経済におけるパレート効率的配分の集合を

P（θ）で表す．今，任意のパレート効率的配分

x＝（銑）ゴ∈κ∈P（θ）に関して，

σ軌；観）ヨ価∈R望1殆（のΣπピ（銑）｝を各個人ごと

に定義し，さらに集合σ（x；u）≡Σ翻σ仏；笏）を

定義する．この集合σ（x；u）の各要素は，財ベクト

ノレ∬∈R㌍であって，かっこの財ベクトル灘を消費

者の間に適当に配分すれば，いずれの個人庭2＞も

少なくとも島＝紘（銑）の効用を得る事が出来る．

この集合σ（x；u）の下方境界集合∂σ（x；u）は

スキトフスキー・フロンティアと呼ばれる．定義

より，μ十≦2∈∂σ（x；u）である事が容易に確認でき

よう．また，（x，〃）がパレート効率的配分であるこ

とから，

　　　　　（γ＋｛9｝）∩σ（x；ロ）一の，

　　但しσ（X；U）…σ（X；U）＼∂σ（X；U），

が成立する．以上の準備の下，仮説的補償原理につ

いて定義する．N人の社会で，かつ彼らの効用関数

プロファイルがu＝（π議酬で与えられているとし

よう．このとき：

定義1＝任意の経済環境θ≡〈！＞；R牝（πのf∈κ；

9；γ〉の下での任意の実行可能配分X∈A（ε）と，．

任意の経済環境θ’≡〈N；R隼；（z6f）庶N；9’；yノ〉に

おげる任意の実行可能配分x’∈A（のに関して，x

からx〆への移行が強いカルドア原理によって是認

されるのはがΣガ．誕∈σ（x；u）成立するときその

ときのみである．

　すなわち，経済環境εの下で導かれる，実行可能

配分xのスキトフスキー・フロンティアの「右上

方」に配分x’の下での総消費点Σゼ∈畷1が位置して

いる．これはσ（x；u）の定義より，Σげ∈副1を適当

に分配することによってxを「パレート優越」する

別の実行可能配分x’∈A（4）の存在を意味する．か

くして，xからx’への移行が強いカルドア原理によ

って是認される事とは，x’を達成する財の資源配分

の再分配を仮に行うことによって，xを「パレート

優越」する，Σf∈畷1’一Σf∈譲1という性質を持つ別

の実行可能配分x”∈湾（eノ）が存在する事に他なら

ない．

　一般に，xノとxとでは「パレート優越関係」が生

じると限らない．すなわち，政策による社会状態の

xからx’への移行によって，効用上の改善を享受す

る個人（受益者）がいる一方で，効用上のロスを被っ

ている個人（損失者）がいる状況が普遍的である．こ

のような状況においても，x〆を達成する財の資源配

分の再分配を仮に行うことによって，政策実行によ

る損失者の効用上のロスを受益者からの移転によっ

て補っても尚，受益者の状態はxと比較して尚，悪

化していないかもしくは改善されているのであれば，

現実にそのような受益者から損失者への損失の補償

が行われるか否かに関わりなく，政策の実行による

xからx1への移行は社会的な改善を意味する．こ

れが強いカルドア原理の意味である13＞．

　補償原理に代表される厚生主義的規範理論が，
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人々の財・サービスの消費に関する主観的選好の充

足度という観点での福祉概念に立脚している，と言

われる事の意味をもう少し掘り下げて考えてみよう．

そのために，いわゆる費用・便益分析の概念を導入

し，それらと仮説的補償原理との論理的関係につい

て考察しよう．たNをある消費者として，彼の初

期所得は瓢＞0であるとしよう．また，彼の消費に

関する選好順序は効用関数胎で表されているもの

とする．このとき，市場価格ρ∈R望の下での彼の

間接効用水準は，

　　　　仏（ρ」4∂≡max。∈。（ρ，齢）π、ω

で与えられる．但し，召（ヵ，砿）は個人ガの予算集合

である．今，市場価格がρ’∈R望へと変化する結果，

彼の間接効用水準もyl（ρノ，ルのに変化したとしよ

う．このとき，この変化後の効用水準を得るために，

変化前の消費者が必要とする追加的所得をEγψ’ρり

で表すと，

　　　　仏（カ，ル1ガ十Ey（カ・カ’））一仏（ρ〆，舩）

が成立する．このEγ脚’）を所得の等価変分
（equivalent　variation）とし・う．他方，変化前の効

用を維持する為に，変化後の消費者の所得からの控

除額をCレψ’ρりで表すと，

　　　　仏（ρ！，砿一cy（ρ・ρり）＝罵（カ，砿）

が成立する．このCγ（ρ’ρつを所得の補償変分

（COmpenSating　VariatiOn）という．

　所得の等価変分及び補償変分を，支出関数を用い

て表現すると以下のようになる．今，支出関数は

　　　　ε（ヵ，π、）≡min。∈R㌍，。、ω．。，か灘

と定義される．任意の経済環境

　　　　θ…≡〈N；R華；（z碗）距κ；ρ；】♂〉と，

　　　　6’≡〈2＞；R牟；（π∂、。κ；9〆；｝”〉

を考え，それぞれ対応する実行可能配分x∈A（の

と，x〆∈A（ε’）を取る．それぞれの配分はそれぞれ

の経済環境の下でパレート効率的であり，その結果

対応する効率価格ベクトルρ及びグが存在する．

すると配分xにおいて，各消費者庭Nの間接効用

関数値は砺（ρ，か銑）で与えられる．対応して，xノ

において，各消費者ガ∈Nの間接効用関数値は
防（ガ，ρノ・婿）で与えられる．その結果，配分xから

配分x〆の移行に伴う，各消費者ガ∈Nの補償変分，

等価変分は，

C砂ρ・ρっ＝ε（カ’，Vピ（ρ’，ρ〆・爵））一θ（ρ1，砿（ρ，か銑））

及び

Eγ∫ρ・ρ’）＝6（ρ，Vガ（カノ，ρ’・婿））一ε（ρ，必（ρ，か銑））

となる．各個人の補償変分，及び等価変分の集計し
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たものを集計的補償変分，及び，集計的等価変分と

呼び，それぞれΣ岬C必ρ’ρ’），及び，Σガ∈NE砕ρ’ρりで

表すものとする．

　以下の諸帰結は，ミクロ経済学における既知の基

本的事実である：

命題1：任意の経済環境θ≡〈N；R孕；（循）ご酬；

9；｝z＞，θ’≡〈2＞；R皐；（z喬）副；9’；｝”〉，及び，

任意のパレート効率的配分X∈P（ε），Xノ∈P（〆）

に関して，配分Xから配分X〆の移行が強いカル

ドア原理によって：是認されるならば，各パ

レート効率配分の効率価格ベクトルに基づ
いて導出される菓計的等価変分Σガ酬E砕ρ・ρ’）

～ま正値になる14）．

系1＝任意の経済環境ε三〈N；R孕；（碕）酬；』2；

γ〉，ε’≡〈N；R皐；（〃∂、．κ；ざγ；｝”〉，及び；任意の

パレート効率的配分X∈P（8），Xノ∈P（θりに関

して，　配分から配分Xの移行X〆が強いカルド

ア原理によって是認されるならば；現存の配分

xに対応するパレート効率価格ρで評緬したxノ

の下での国民総所得Σガ．診婿は，パレート効

率価格ρで評価したxの下での国民総所得
Σ副か銑を必ず一回る．

すなわち，ある政策の導入による社会状態の変化が

強いカルドア補償原理によって是認されるための必

要条件とは，集計的等価変分（resp．集計的補償変

分）が正の値を取ることに他ならない．当然ながら，

これらの性質は仮説的補償原理が満たされることの

十分条件にはならない．但し，x’がxに十分に近い

場合には，十分性も成り立つことを確認できる．

命題2：任意の経済環境θ≡〈N；R攣；（循）ゴ酬；

ざ2；｝7＞，　8’≡〈N；R皐；（zのゴ∈ノv；5γ；｝”〉，及乙札

任意のパレート効率的配：分X∈P（ε），Xノ∈∫）（εノ）

に関して，各パレート効率配分の効率旧格ベクト

ルに基づいて導出される菓計的等価変分が
Σピ∈NEy憩ρう＞0であるとしよう．このとき，

X’がXに十分に；近い；場合には，配二分Xから

配分X！の移行が強いカノレドア原理によって

退認される．

系2：任意の経済環境6≡〈N；R牝（π∂岬；」2；

Y＞，4≡〈1＞；R牟；（π、）、．κ；9；y7＞，及び，任意
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のパレート効率的配分X∈∫）（θ），X’∈P（θ’）に

関して，配分xに対応するパレート効率価

格ρで評価したx’の下での国民総所得
Σご∈Nか娚は，価格ヵで評価したxの下での

国民総所得Σピ∈ψ・銑を必ず圭回るとしよう．

このとき，X〆がxにナ分に；近い照合には，配

分xから配分xノの移行が強いカルドア原理

によって是認される．

　以上の諸帰結を総括すれば，仮説的補償原理によ

る政策実行の妥当性は，その政策による資源配分の

変化がそれほど大きいものでない限り，集計的等価

変分及び集計的補償変分などの貨幣的測度を用いて

確認することが可能である．他方，興味深いのは系

1及び系2の結果である．これらの結果を要約すれ

ば，仮説的補償原理による政策実行の妥当性は，そ

の政策による資源配分の変化がそれほど大きいもの

でない限り，国民所得などの貨幣的測度を用いて確

認することが可能である．つまり，資源配分の変化

がそれほど大きくないことが見込まれる政策につい

ての妥当性のテストとして，仮想的補償原理と国民

所得テストとは同値であると言うことができる．

　以上の分析に基づいて，仮説的補償原理に代表さ

れる厚生主義的厚生経済学への批判を展開する．そ

の批判は，いわゆる「新厚生経済学」派が一般に共

有している社会的厚生ないし社会的福祉の概念に関

わる問題である．それは以下のような問題である．

厚生主義的厚生経済学が前提する社会的厚生ないし

社会的福祉の概念とは，仮説的補償原理が国民所得

テストや集計的等価変分テスト等と，限定された条

件下とはいえ，同値であるという性質からも伺える

ように，その大きさを貨幣的測度で評価可能な，「市

場化」可能な経済的財・サービスなどの消費から得

る主観的選好の充足度の総計としてのそれに他なら

ない．つまり，それは個々人の福祉というものを貨

幣換算可能な経済的便益という側面から評価するア

プローチである．しかし本来，社会的厚生ないし社

会的福祉の概念とは著しく包括的なものであって，

およそ思慮ある人であれば価値を承認するはずのす

べてのものを含んでいる．厚生主義的厚生経済学が

対象とする社会的厚生とは，この広義の概念として

のそれ’ではなく，直接または間接的に貨幣という測

定尺度と関連付けられる（市場）経済的側面としての

それに限定されている15）．

　厚生主義的厚生経済学の社会的厚生概念の限定性

についてのこうした認識は，すでに厚生経済学の始

祖であるA．C．ピグー（Pigou（1932））において存在

していた．例えば，ピグーは『厚生経済学』の「第

1章厚生と経済的厚生」において，「我々の研究範

囲は，社会的厚生のうち，直接または間接に貨幣の

尺度と関係付けられることのできる部分に限られる

ことになる．この部分の厚生は経済的厚生と呼ぶこ

とができよう．」と述べ，広い意味での厚生概念と

「経済的厚生」概念とを区別し，当面の課題を「現実

の近代社会の経済的厚生に影響を及ぼす早る重要な

部類の原因」の研究に限定している．すなわち，貨

幣尺度が適用可能な経済的厚生が経済学の対象であ

ると限定したのである．ピグーのある意味，大風呂

敷的開示を避ける慎み深い自己限定的なこの方法論

こそがその後の「厚生経済学」の自己規定を決定付

けたと言えるであろうが，彼自身はこうしたアプロ

ーチに潜む問題点も十分に認識していたのである．

そのことを彼は「一つの経済的原因が非経済的厚生

に対して及ぼす影響の仕方が経済的厚生に及ぼす影

響を相殺するようなものであるかもしれ，ぬ」と表現

し，端的な例として経済的満足の追求に集中するよ

うになる国民の，倫理的質の面での後退現象につい

て，様々な例を列挙している．「ドイツ国民の注意

は仕事をすることを覚えようという考えに集中され，

そのために往時のように人物たることを学ぼうと努

めなくなった」というわけである．

　また，資本と労働との間の疎外的関係についても，

ピグーは言及している．両者の対抗関係の根源は

「賃金率に関する不満」というような経済的厚生上

の問題に還元できるものではなく，「自由と責任と

を労働者から奪い去り，彼らをば他人の便宜に応じ

てあるいは使用しあるいは捨て去るところの道具に

過ぎぬもの」と位置づけられる労働者の「一般的地

位」そのものに関する不満からも来ていると，論じ

ており，こうした問題を非経済的厚生上の問題と位

置づけている．その上で，「労働者に彼ら自身の生

活を支配する能力を一層強めるようにするために，

例えば労働者委員会を通じ使用者と協力して規律と

職場の組織とに関する問題を監督すること，あるい

は民主的な選挙による議会をして国選産業の責任を

直接に負わしめること……などは，たとえ経済的厚

生を変化せしめず，または実際にこれを殿損するこ

ととなっても，全体としての厚生を増大せしめるで

あろう．」とも論じているのである．

　以上のようなピグーの認識は現代における福祉国
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家政策を考える上で，極めて重要な示唆を与えてく

れる．実際，人々がその人生を通じて彼の厚生を高

めるのは，経済的な消費活動によって享受する満足

だけではない．人々は，良き家族関係，友人関係，

隣人関係の存在によってしばしば自らの人生に幸福

を感ずる事に見られるように，他者とのよき社会関

係・コミュニケーションを形成する事を通じて豊か

な良き生を享受しているという側面があり，また，

新鮮できれいな空気や水，さらには新鮮な食生活に

どの程度恵まれているかという点が，個人の人生評

価に大きく影響する事からも見出されるように，豊

かな自然環境に囲まれる中で地球に生息する生物と

して健康な生活を維持する事を通じても，豊かな良

き生を享受していると言える．広義の社会的厚生の

水準を規定するこうした非市場経済的社会生活の諸

側面が，例えば，社会的厚生の経済的側面における

（潜在的）パレート主義的改善を試みる仮説的補償原

理に基づく政策勧告の結果，果たしてより改善され

る方向に進むか，あるいは逆に市場がもたらすより

効率的な私的財消費の満足の達成とは代替関係にあ

るのかは，一概には明らかではない．

　例えば，産業構造の変換や技術変化を促進する政

策によって，国民経済全体としては，企業のコス

ト・パフォーマンスの改善などを通じて，国民所得

の改善が見られたとしよう．企業のコスト・パフォ

ーマンスの改善は，結果的に失業者を生み出しても

いるが，同時に，収益性を改善した諸企業からの増

加された徴税収入に基づく国家からの失業手当給付

を得る事によって，失業者たちといえども，失業以

前の水準に近い消費充足を維持できるかもしれない．

こうした見通しの立つ政策の実行は，強いカルドァ

原理に基づけば，社会的厚生の経済的側面における

（潜在的）パレート主義的改善を意味するが故に，是

認されることになろう．しかしこうした評価は，失

業によるその個人の人生設計の挫折や，働くことを

通じた社会的分業への関与による個人の人生の自己

実現の機会の喪失という側面を必ずしも把握した上

でのものではない．また，失業期間が長期化するこ

とは，単にその個人の賃金所得の稼得機会の喪失を

意味するばかりでなく，労働能力それ自体の衰退・

枯渇という個人の自律的生の基盤自体の喪失にも繋

がりかねない．個人の自律的生や自己実現の遂行と

いう側面をも，社会的福祉を構成する固有の価値あ

る項目と見なす，広義の社会的厚生概念に基づけば，

上記のような国民所得改善的な政策が直ちに奨励さ

77

れるべきものと結論付けられるか否かは必ずしも自

明ではない．そうした問題の存在に，ピグーは留意

しているのである．

　以上の議論は，厚生主義的厚生経済学の持つ範疇

の限定性への，厚生主義一元化的態度への戒めとい

う程度の自己認識に留まるものであって，そうした

範疇を乗り越える理論構築へと一歩踏み込むには至

らないものである16）．他方，新厚生経済学の担い手

であったジョン・ピックス（Hicks（1959））において

は，同様の認識を共有しつつそうした自己限定性か

ら一歩踏み出す必要性を主張するに到るのである1η．

ピックスはその著書『世界経済論』の序文において，

「『経済学老は，経済厚生を促進するであろうと自身

の考える下る提案された行為の方向が，より高い立

場からそれを無視するような理由からして却下され

る……のを経験する覚悟がなければならぬ』という

ことは十分に容認されるところである，と考える気

にはなれない．」と述べ，「これは厚生のうち経済厚

生に含まれぬ『部分』が存在すること，及びこの二

種類の目的は衝突する可能性のあることの容認に過

ぎない．経済学者は経済学老としての資格において

依然として，彼r自身』の国境の内部にとどまるこ

とを許され」ているが，こうした経済学者の機能の

自己限定に対して，「経済学者はその責務に応えて

はいない……．厚生主i義者のいわゆる『非経済的局

面』をもたぬ『経済的』提案を行なうことは不可能

である．経済学者が勧告を行うときは，彼はそれに

全面的に責任がある．その勧告のすべての局面は，

彼がそれを経済的と呼ぶことを欲すると否とに関わ

らず，彼の関心事項なのである．」と断言している．

すなわち，社会的厚生ないし社会的福祉の（市場）経

済的側面にのみ限定した政策勧告を行うことは実際

には不可能である．従って，経済学者が政策勧告を

行う際には，彼はその政策のあらゆる側面　　経済

的側面及び非経済的側面　　に対して，全面的に責

任があることを自覚すべきである，と．

　また，ラディカル・エコノミストとして知られた

ハーバード・ギンタス（Gintis（1972））も，新古典派

経済理論の福祉モデルを〈消費と所得〉偏重と批判し

た上で，代替的な福祉モデルとして，「社会生活にお

いて実行される個人の活動から生じるものとしての

福祉」論を提示している．ギンタスの議論は以下の

ように整理される：新古典派の伝統的な福祉と消費

者行動の理論では，選好は外生的に与えられる．そ

の選好を一定の限定された選択集合のもとで最大限



78 経　　済　　研　　究

充足させるような選択行動をすることによって，さ

まざまな社会的帰結が決定され，個々人の福祉はパ

レートの意味で最大化される．これは資本主義的経

済システムにおける消費者主権，労働者主権，市民

主権を認める立場であり，これらの主権はいわゆる

社会的厚生関数に組み込まれるべきものとされる．

こうした主権を反映した社会的厚生関数によって，

社会活動の基本的領域，つまり財・サーヴィス，労

働と技術，コミュニティの構造，自然環境の質，教

育制度，所得分配，社会的サーヴィスの提供すべて

にかかわる社会的結果に対して，新古典派の勧告す

る政治的・経済的メカニズムについて評価されなけ

ればならない，と．

　他方，ラディカル派は，これら三つの主権のうち，

労働主権と市民主権は資本主義社会では成立しない，

という立場をとる．それは，労働主権は生産過程に

おける労資の権力関係ゆえに疎外され，市民主権は

国家の政治的意思決定における資本のヘゲモニーの

存在ゆえにである．また，消費者主権はこれら二つ

の主権の不成立と比して大きな問題ではないという

立場をとる．むしろ，資本主義社会における個々人

が，社会開発によるコミュニティの維持・再生産よ

りも私的消費の充実を選好する，いわゆる「コミュ

ニティの分裂」問題を疎外されたあり方ととらえて

いて，そのような「消費偏重的行動」をなぜ人々が

取るのか，資本主義社会によるその選好生成のメカ

ニズムを説明しようと，ギンタスは試みている．そ

こで彼が呈示するラディカル派の福祉モデルという

のがあり，そこでは福祉は社会生活における個人の

「活動」から生ずるとしている．ここで言う「活動」

の個人的福祉に対する貢献として，（a）個人が活動

を遂行し，評価するために開発した個人的能力，

（b）活動がそのものとでおこなわれるところの社会

的活動文脈（労働，コミュニティ，環境，教育制度な

ど），（c）活動をおこなうにあたり手段としての個人

に利用可能な商品，以上を挙げている．そして，資

本主義では個人的福祉をもたらす社会的活動文脈は，

市場化された商品の消費のための手段となり，また，

どれだけ積極的な社会的活動文脈に近づけるかは個

人の所得稼得能力に依存すると。従って，人々は望

ましい社会的活動文脈へのアクセスのために，コミ

ュニティを充実させる社会政策への支出よりも，個

人的に福祉的消費財の購入によって対応しようとす

る傾向がある，とギンタスは指摘している．彼のこ

の議論も，ピックスの自己批判と相通じる内容を持

つものであり，その福祉モデルは，アマルティア・

センの「機能と潜在能力」論などに代表される非厚

生主義的な福祉理論を先取りする内容を持っていた

と言っても良いものである．

3．厚生主義的限界を超克する「社会的厚生関数」

　　　　　　　　の議論の必要性

　以上のような厚生主義批判が関わってくるのは，

仮説的補償原理に基づく政策評価基準のみならず，

いわゆる社会的厚生関数の構成問題の論脈において

でもある．社会的厚生関数とは様々な政策体系の実

行によって導かれるであろう社会状態や経済的資源

配分についてのランキングを与えるものであり，そ

のランキングに基づいてその社会が採用すべき政策

体系を同定し得るものとして，標準的なミクロ経済

学では位置づけられている．この社会的厚生関数と

いう概念装置自体は，「福祉国家」的政策を巡る現代

的課題を想定する場合にも不可欠である．問題はど

のような社会的厚生関数を構成するべきかという点

であり，従来のバーグソン＝サミュエルソン型（B－

S）社会的厚生関数が問題視されるのはこの捨子で

である．それはB－S社会的厚生関数とはまさに，

個々人の消費に関する主観的選好の充足度のみを情

報的基礎とする厚生主義的立場に立つものであるか

らである．社会的厚生関数はその社会が人々に享受

する福祉水準を評価するものと解釈されるのである

から，その関数が与える社会状態のランキングは，

人々の福祉のあり方に関する適切な観点なり指標を

十分に反映するものでなければならないだろう．消

費に関する主観的選好の充足度という観点は，福祉

の一側面にしか過ぎず，より多元的な観点が不可欠

である事を，これまで言及してきた厚生主義批判は

含意しているのである．

　では厚生主義的立場を超えて，社会的福祉を評価

するためにはいかなる代替的，並びに補完的な評価

の観点が考えられるであろうかP我々は，ジョン・

ロールズ（Rawls（1971；1993；2001））とアマルティ

ア・セン（Sen（1980；1985））の規範理論体系および，

ヴァン・パレース（Van　Parijs（1992；1993；1995））

の規範理論体系から学びつつ，以下の3つの基本的

観点を呈示したいと思う．

　一つは，現代の市民社会を前提する以上，個人の

人生選択に関する自律性は最大限，保証されるべき

という観点である．これは自由主義的価値観を前提

するものであるが，少なくとも日本や欧米などの社
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会では，個人の人生選択に関する自律性が保証・実

現されているか否かは，その個人の「善き生」を評

価するうえで重要な一側面になっている．我々は封

建社会や中央集権的社会主義社会のような個人の自

律性が抑圧される社会よりは，ある程度の政治的自

由主義が確立し，経済的意思決定に関しても市場経

済の下である程度の分権性と「選択の自由」を享受

できる現代的市民社会の方をより高度な福祉社会と

見なすだろう．こうした観点は，考えられる社会的

厚生関数のあり方に関して一定の制約を与えよう．

つまり，仮に人々に十分な消費の充足度を実現する

社会経済システムであっても，それが市場経済であ

ればもたらすであろう意思決定の分権性や選択の自

由などを保証し得ない制度であるならば，そのよう

な社会状態の下での人々の享受する福祉は高く評価

され得ないのである．

　第二に見るべきは，ではその社会の中でそれぞれ

の個人が自律的に選択する人生の目的としての「善

き生」を，十分に追求・実現できているか否か，と

いう観点だろう．もちろん，「善き生」の追求・実現

の程度は個々人の意思や努力にも依存するものであ

るから，政策の選択や評価の際に重要なのは，それ

ぞれの個人が自律的に選択する「善き生」を追求・

実現するための機会なり条件を，どの程度実質的に

保証・整備しているかである．この問題の論脈にお

いて，「善き生」を追求・実現する手段としての経済

的財・サービスの資源配分の「公正性」が問われる

ことになる．そこでは，いかなる資源配分を公正と

見なしうるかに関する分配的正義論が不可欠であ
る18）．

　上記の議論は，人々の消費に対する私的選好の充

足度という厚生主義的観点それ自体が不必要である

事を意味するわけではない．パレート効率性基準と

して定式化されているこうした基準は，人々の福祉

状態を評価する上で依然として，重要な基準のひと

つである．したがって，上記2つの基準に加えてパ

レート効率性基準をも，我々が構成すべき社会的厚

生関数を制約する条件と考えるべきであろう．

　以上の議論を踏まえ，前述のような互いに相異な

る複数の多元的基準と整合的な社会的厚生関数の構

成可能性という問題が，設定される．前述の3つの

基準はいずれもそれぞれ妥当なものであり，そうし

た基準を満たす政策体系の実現は望ましいと言える．

問題は，このような複数の互いに相異なる情報的基

礎の上で定義される諸基準を同時に満たす政策体系

79

が存在するのか，あるいは実現可能であるのかとい

う点である．そしてこの点に関して，もし上記3基

準と整合的な社会的厚生関数がそもそも存在しない

という話になれば，社会的厚生関数によるランク付

けを通して選ばれるであろう政策体系の存在や実現

可能性の見通しも覚束ない事になる．

3．L拡張された社会的厚生関数の理論的枠組み

　前小節の問題提起を踏まえ，以下では後藤二鈴

村＝吉原（Gotoh，　Suzumura，　and　Yoshihara

（2005））の提起に基づき，拡張された社会的厚生関

数19）の議論を展開したい．ここで考える経済環境

は，1投入1産出の単純な生産経済であり，それは

以下の様なモデルで表現できる．この社会における

個人の全体集合はNであり，＃N＝ηである．この

社会における一つの労働スキルのプロファイルは

s…（∫議∈κ∈R旱で記述される．ここで∫ガは，任意

の個人ガの単位労働時間当たりに行使する，効率単

位で評価された労働量を表している．また，脇は任

意の個人ゴの消費に関する選好順序を表現する実

数値関数であり，その定義域である消費空間は

Z≡［0，副XR．である．ここで，空間［0，到は，任

意の個人の選択可能な労働時間の集合を意味し，万

は全ての個人に共通に与えられている，選択可能な

労働時間の上限である．他方，非負の実数空間R＋

は，生産された財の消費空間を表す．任意の個人ガ

の消費ベクトルは一般に，る＝（ゐ，μ∂∈Zによって

記述される．Z上の選好順序を表す効用関数祐は，

労働時間に対して単調減少，生産される財の消費に

対して強単調増加であると仮定される．その様な性

質を共有する効用関数のプロファイルu＝（〃羨∈N

が一つ与えられている．この社会の生産技術は生産

関数

　　∫：R＋→R＋但し，∀∬∈R．，∫（の＝〃

で表され，この∫は強単調増加な連続凹関数である

とする．かくして，一つの経済環境はε…〈N；Z；

u；s；∫〉として定義され・，その許容なクラスをE

で表す事にする．ある経済環境ε＝〈N；Z；u；s；

∫〉∈Eの下での実行可能配分は消費ベクトルの組

み合わせg≡（Z∂ガ酬＝（銑，」〃∂f酬∈．Z〃であって，

愚凶（愚動・満たす・ので・・．環境・の下

での実行可能配分の集合を孟（ので記す事にする．

　ここでは資源配分ルールを，ゲーム形式タイプγ

によって表現されるものと考える．それは，以下で

は配分ルールの帰結主義的特性のみならず，非帰結
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主義的な特性にも関心を寄せる故である．一つのゲ

ーム形式は，ペアγ＝（ルf，g）として定義される．

ここでルf…×ゴ∈詔必は各個人の戦略集合砿の直積

であり，他方，g：ルf→Zηは帰結関数である．ゲーム

形式γ；（沸4，9’）と一つの経済環境θ≡＜2＞；Z；u；

sプ〉が定まると，一つの非協力ゲーム（6，γ）が定

義できる．その非協力ゲームの純粋ナッシュ均衡戦

略の集合を1昭（θ，γ）⊆M，対応する純粋ナッシュ

均衡配分の集合を砺（6，γ）⊆A（ε）で記す．この

ように与えられるゲーム形式を以下では，配分ルー

ルと呼ぶことにしたい．配分ルールの普遍集合を，

1「で記述する．

　我々がここで採用する拡張された社会的厚生関数

が定める社会的選好順序の定義域として，我々は従

来のB－S社会的厚生関数がそうであるような単な

る資源配分そのものzではなく，むしろ配分zとそ

れを実現する配分ルールγのペア（z，γ）を採用する．

このようなペアを今，一般に，拡張された社会的選

択肢（extended　social　alternative）と呼ぶ．今，経

済環境がθ≡〈N；Z；u；s；∫〉∈Eとして与えられ

るとき，その環境の下での実行可能配分z∈A（の

は，その環境の下でルールγを行使することによっ

て定義される非協力ゲーム（θ，γ）のナッシュ均衡帰

結であるとしよう．すなわち，z∈恥E（θ，γ）である．

そのような性質を持つ拡張された社会的選択肢を特

に，環境θにおける実現可能な拡張された社会的選

択肢（reahzable　extended　social　alternative）と呼

ぶ事にし，そのような選択肢の集合をヨ（θ）で表す．

　我々が拡張された社会的厚生関数（extended

social　welfare　function）と呼ぶものは写像

Q：E→→（Zη×r）2であって，それは任意の経済環

境θ≡〈N；Z；u；s；ノ〉∈Eに対して，9（の上の順

序関係Q（¢）を割り当てる20）ものである．ここで，

順序関係Q（のの解釈は以下のようになる：任意の

実現可能な拡張された社会的選択肢（z，γ），（zノ，γり

∈8（θ）に関して，（（z，γ），（z’，プ））∈Q（ε）となるの

は，経済環境θにおいて実行可能配分zが配分ルー

ルγによってナッシュ均衡として遂行される状態

は，実行可能配分zノが配分ルールγ’によってナッ

シュ均衡として遂行される状態よりも，（2（θ）が体

現する社会的価値判断に基づくならば，少なくとも

同程度に望ましいとき，そのときのみである，また，

従来の二項関係の定義と同様に，Q（のの対応する

無差別関係，狭義の選好関係をそれぞれ双Q（θ）），

及びP（Q（の）で表す．

研　　究

　以下では，上述の拡張された社会的厚生関数Q

が体現すべき社会的価値判断基準を，先に言及した

「3つの基本的観点」に基づいて，定式化していきた

、、．

（1）．労働選択に関する自由主義的権利の定式化

　以下では，資源配分問題のフレームワークの下で，

個人的権利の問題を考えたい．ここで考える個人的

権利とは，第一にジョン・スチュワート・ミルの意

味での個人的自由の保証の論脈で考察されるべきで

あろう．ジョン・スチュワート・ミル（Mill（1859））

の意味での個人的自由論によれば，どんな個人であ

れ，他の諸個人の意向や政府の決定によって干渉さ

れる事なく，己自身の意思に基づいて決定を行える

選択肢の私的領域（personal　sphere）が存在するべ

きである．自由主義的な社会であるならば，そのよ

うな領域は社会的に尊重すべき個人の権利域として

必ず存在すべきである，と論じられる．ここで，ミ

ルの論ずる私的領域の確定をめぐる見解の違いによ

って，個人的自由権の保証といっても多様な見解の

違いが生じうるが，少なくとも何らかの最小限の私

的領域というものが存在すると考える点では，同意

を得ることは可能であろう．そしてこの最小限の個

人的自由すら保証されえない形での，経済的資源配

分政策は受け容れ難いであろう，と見なすのが一つ

の規範的見解である．そのような意味での個人的権

利が，前節で提示したモデルの枠組みの中でどのよ

うに定式化されうるかについて，考察しよう．

　経済環境での資源配分問題の論脈では，個人の自

律性を保証する個人的権利の観点として，自己所有

権（self－ownership）の原理が挙げられよう．「自己

所有権」論は，いわゆるジョン・ロックの「ロック

の但し書き」条項の議論に起因し，ロバート・ノー

ジッタ（Nozick（1974））によって資本主義社会にお

ける私的所有権を正当化する根拠として，ロック主

義的な割興において位置づけられている．しかし

「自己所有権」概念を注意深く分析すれば，ヴァン・

パレース21）が事実上行ったように，二つの条項に分

解できるであろう．すなわち，一つは，生産要素の

自由な処分・使用に関する権利という観点からの自

己所有権の位置づけであり，もう一つは，生産要素

の自由な処分の結果としての経済的成果の専有権と

してのそれである．後藤・吉原（2004）でも論じたよ

うに，この二つの条項を共に要請する議論こそ，「強

い意味」での権原原理と位置づけられるものであり，
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ロック主義的リバータリアンが無所有外的資源の原

始的領有（original　appropriation）の議論を展開さ

せる論拠となるものである．他方，パレース自身が

拠って立つ「弱い意味」での権原原理とは，前者の

みを要請し，経済的成果の専有権は必ずしも要請し

ないものであった．我々の立場もまた，パレースと

同様，「弱い意味」での権原原理のみを受容する事に

当面，留める事とする．

　こうした議論を踏まえた上で，我々が考察する資

源配分問題の論脈で正当化し得る自由主義的個人的

権利の内容について，言及したい．一つは配分され

た私的財と余暇時間の消費の仕方に関する「選択の

自由」であろう．ここで言う消費の仕方に関する

「選択の自由」とは，消極的な意味でのそれである．

つまり，配分された私的財と余暇時間の組み合わせ

の処分の仕方に関して，その個人以外の誰も決定権

を持たないという意味での自由である．他方，配分

された私的財と余暇時間を利用してその個人がどの

ような生活を実現できるかという観点は，センの言

う「潜在能力」に関連する事柄であり，消極的自由

の範疇を超える問題である．いずれにせよ，前者の

言う消極的自由の側面での消費の仕方に関する選択

の自由という権利もまた，経済的資源配分問題を考

察するこのモデルの中では暗黙裡にすでに保証済み

と前提されていると考えるべきである．

　もう一つの正当化し得る自由主義的個人的権利と

は，労働の強制からの自由権だろう．これは，自分

の労働に関しては雇用に関する契約の自由をも含め

て，自分自身の選択権を保証するものである．すな

わち，現在社会に存在している労働市場で確保され

ている労働の選択権は，最小限保証しようとするも

のである．労働の選択権とは，いわゆる職業選択の

自由権をも含む概念である．しかし，ここで考察す

る経済モデルではそもそも職業の違いが存在するよ

うな複雑なモデルではなく，全ての個人は同質の労

働に従事するかしないかだけである．その場合には，

労働の選択権とは労働時間の選択権に還元されると

仮定して差し支えないであろう．

　労働時間の選択権は，以下のように定義される．

ある配分メカニズムγ一（〃，9）が労働主権的

（labor　sovereign）であると言うのは，以下の条件が

成り立つときそのときのみである：任意の個人

庭Nは，どんな労働時間銑∈［0，到に関しても，

ある適切な戦略陽∈砿を選択するならば，他者が

いかなる戦略m．ゴ∈ル仁ガを採るかに関わり無く，
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gガ1（鵬，m一∂＝が2）とすることが出来る．労働主権

的な配分ルールの集合を几sで表す．

　かくして：

労働主権（LS）：∀θ≡〈N；Z；u；s；！〉∈E，

∀（z，γ），（z～γ’）∈ヨ（の，

［γ∈1．Σ∫＆γ’年几S］⇒（（Z，γ），（Z’，γ’））∈P（Q（ε））．

上記の拡張された社会的厚生関数に関する公理は，

労働主権的な配分ルールを含む拡張された社会選択

肢を，そうでない選択肢に対して，より優先的に高

い評価を与えるべきことを主張している．この主張

は，労働主権的な配分ルール及びそうでないルール

それぞれがいかなる資源配分をナッシュ均衡帰結と

して実現しているかという観点に関わり無しに，適

用されることを要請している．すなわち，いかなる

帰結の実現が予想されるかに関わり無く，社会は常

に労働主権を保証する経済制度・資源配分ルールの

採用にコミットすべきことを上の公理は要請してい

る．これは極めて，非帰結主義的な価値基準を表し

ていると言えよう．

　しかしながら，労働主権的でない配分ルールが実

行される社会というのは，政策当局による何らかの

労働の強制が存在する社会であると考えられる．言

い換えれば，経済活動に関する基本的自由権が保証

されておらず，統制的な経済社会であることが想定

できる．仮に平等主義的な資源配分政策であっても，

その実行プロセスが労働の強制を伴うような形でし

か実現し得ないとすれば，それは許容し得ない．労

働主権の公理はそのような立場からの規範的基準の

一表明なのである．ロールズの正義の第一原理（基

本的自由の平等な保証）も，また，パレースの「弱い

意味」での自己所有権原理も，我々の経済モデルの

論脈では，労働主権（LS）として定式化されること

を許容するであろう．

（II）．分配的正義の基準に基づく評価

　次に分配的正義の観点からの基準を考えたい．こ

こで考察している拡張された社会的厚生関数の枠組

みでは，非帰結主義的な議論も可能となっており，

そのことを留意した上で，分配的正義の基準を体現

する適切な装置が必要である．そのような装置とし

て，ある適当な分配的正義の基準に基づいて代替的

資源配分のランキング付けを行う写像を導入しよう．

　この写像ノ：E→→．Zπ×Z〃は，任意の経済環境召
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…〈N；2r；u；s；！〉∈Eに対して，対応する実行可

能集合A（ε）上で二項関係ノ（のを定義する関数で

ある．この二項関係ノ（θ）が，ある分配的正義の理

論を体現するものであり，その基準に則って，代替

的な実行可能配分の順序付けを行うものと解釈され

るのである．例えば，この二項関係ノ（ε）がセンの

「潜在能力の平等」論などの様に，個々人の効用情報

とは独立に定義される福祉指標に基づいた非厚生主

義的分配的正義論を体現する価値判断である場合に

は，写像ノは経済環境に関する情報εのうち，実際

には人々の客観的特性のプロフィールを表すsのみ

を利用していると解釈可能である．また，ドゥウォ

ーキンの「包括的資源の平等」論（Dworkin，（1981b；

2000））などのように，個々人の福祉指標としてその

効用情報を直接使用するわけではないが，その福祉

指標の導出過程において主観的選好のプロフィール

の情報も不可欠であるような非厚生主義的な分配的

正義論を体現する価値判断である場合には，人々の

客観的特性のプロフィールを表すsのみならず，

人々の主観的選好のプロフィールUをも利用して

いる．他方，二項関係ノ（6）が「厚生の平等」論など

を体現する場合には，経済環境に関する情報θのう

ち，人々の主観的選好のプロフィールUのみを利用

していると解釈することが出来る．その意味で，こ

の定式は極めて普遍的な定式であると言える．

　写像ノの具体例として，それがヴァン・パレース

による「機会集合のレキシミン配分基準」を体現し

ているケースについて，定式化してみよう．パレー

ス自身は，機会集合をいわゆる予算集合として定義

し，そのレキシミン的配分を以下の非支配的多様性

という条件で定義している．その定義から始めよう．

任意の経済環境ε≡〈N；Z；u；s；∫〉∈Eの下で，

賃金率ωにおいて，労働スキルがsごである個人が

消費ベクトルgF（銑，〃∂を賦与されている場合の

彼の予算集合は

　　　B（る，sガ，ω）

　…｛＠，〃）∈［0，副×R．1〃一ωs、，∬≦〃一ω∫謝

で定義される．ここで，πピ（Zf，　Sf，　zo）≡4一ωsゴ銑と

置こう．そのとき，個人∫の効用関数が胎である

ときに，それに対応して定義される間接効用関数を

彷で表せば，この賃金率ωの下での彼の間接効用
関数の値はレご（躍，∫、，π、（zご，ε、，ω））≡殆（zガ）によって

定義される．この間接効用の値を，彼の予算集合に

関する彼自身の評価と見なすのである．このとき，

定義2（Parijs（1995））；任意の経済環境ε≡〈2＞；

Z；u；s；∫〉∈Eの下で，実行可能配分z∈A（θ）

が非支配的多様性（Undominated　Diversity）を満

たすのは，この経済環境の下でzを利潤最大

化生産計画と整合化するような任意の支持

価格ω＞0の下で，以下の条件が満たされる

ときである；

　∀ゴ，ノ∈2＞，ヨ々∈2＞，

　蝋ω，s渦（z、，s、，ω））≧ン、（ω，sノ，π，（局，sゴ，”））．

非支配的多様性はいわゆる無羨望（No　envy）

（Foley（1967））基準に比べるとはるかに弱い条件で

ある．この条件に基づいてパレース主義的二項関係

写像ノ初を構成してみよう．

　任意に与えられた経済環境θ≡〈1＞；z；u；s；∫〉

∈Eの下での任意の実行可能配分z∈A（θ）に対し

て，集合H（z；u）⊆1＞×Nを以下のように定義す

る：

　　　H（z，u）

　　≡｛（z，ノ）∈2v×N1∀ん∈N：臨（る）〉蝋9、）｝．

定義より，集合H（z；u）は，効用関数のプロフィー

ルu∈ぴにおいて，配分z∈A（θ）の下で，各個人

が誰によって支配されているかを記述する集合であ

る．この集合が包含関係で評価してより小さいほど，

配分の非支配的多様度は高いと見なすことができる．

したがって，非支配的多様性基準に基づく一つの二

項関係写像ノ棚を今，以下のように定義することに

しよう：任意の経済環境ε≡〈N；Z；u；s；ノ’〉∈E

に関して，

　　P（ノNP（ε））

　≡｛（Z，Zり∈丑（ε）×A（6）IH（Z；U）⊂〃（Zノ；U）｝．

このように定義される二項関係写像ノ切は任意の

経済環境θ≡〈N；Z；u；s；∫〉∈Eに関して，連続

な厳密半順序（strict　partial　ordering）万ρ（θ）を割

り当てる性質を持つ事を確認できる．

　以上の準備の下で，拡張された社会的厚生関数に

おいて，分配的正義の基準を以下の様に導入するこ

とが出来る：

ノに基づく公正性の尊重（J・RF）：∀θ＝〈N；Z；

U；S；∫〉∈E，∀（Z，γ），（Z〆，γり∈9（θ），

　　　［Z＝（X，y），　Z’＝（X’，　y）＆X＝X’］⇒

　　［（（Z，γ），（Z～γ！））∈Q（ε）⇔（Z，Zり∈ノ（ε）；

（（Z，γ），（Z’，γ’））∈P（Q（θ））⇔（Z，Zノ）∈P（ノ（θ））］．
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上記の公理は，任意の二つの拡張された選択肢間の

評価の際にそれぞれの選択肢の実行可能配分の項目

にのみ注目する公理であって，借る限定された状況

下においては，それぞれの選択肢の拡張された社会

的厚生関数による評価が，それぞれの配分のノに基

づく評価と整合的であることを要請する．ここで，

「下る限定された状況下」とは，比較対象となってい

る二つの拡張された選択肢のそれぞれの配分におけ

る違いが，高々，産出財の分配状況の違いだけであ

るような状況を意味する．

　このように，この公理は，拡張された社会的選択

肢の望ましさを，その実現される資源配分の」に基

づく公正性の観点からのみ，評価するものである．

例えば，もしノがパレースの非支配的多様性基準の

ように，非厚生主義的分配的正義論を体現するもの

であるのであれば，上の公理は厚生主義的な価値判

断の介在する余地も無い．また，労働主権の公理と

異なり，この公理は帰結主義的立場に立っている．

なぜならば，もっぱら実現される資源配分の評価に

基づいて，拡張された選択肢の評価を行っているか

らである．

（IID．厚生主義的価値に基づく評価

　最後に厚生主義的価値に基づく，拡張された社会

的厚生関数の公理を導入しよう．これは標準的なパ

レート原理の拡張として定義される：

配分におけるパレート基準（PA）：∀6＝〈1V；Z；

u；s；∫〉∈E，∀（z，γ），（z～γ’）∈ど（ε），

　　　　　［πガ（9∂〉蝋zり（∀ガ∈N）］

　　　⇒（（z，γ），（z～γ’））∈P（Q（の）；

　　　　　［〃・（z、）一π、（zの（∀ガ∈1＞）］

　　　⇒（（z，γ），（z～プ））∈∫（Q（の）．

上記の公理も，任意の二つの拡張された選択肢間の

評価の際にそれぞれの選択肢の実行可能配分の項目

にのみ注目する公理であって，その配分間でパレー

ト優越的関係もしくはパレート無差別的関係が成立

する場合には直ちにその関係に整合するようにして，

それぞれの選択肢の拡張された社会的厚生関数によ

る評価が与えられるべき事を要請する．この公理も

また，帰結主義的立場に基づいている．なぜならば，

もっぱら実現される資源配分の評価に基づいて，拡

張された選択肢の評価を行っているからである．

83

3．2．拡張された社会的厚生関数の理論的構成

　　可能性問題

　3．1節で議論した3つの基本的基準を満たす拡張

された社会的厚生関数は理論的に構成可能であろう

かPその議論を行うための理論的基礎準備作業から

まずは始めたい．今，任意の社会状態の普遍集合を

Xとし，その集合上で定義される二項関係を一般に

Rで表すことにしよう．この二項関係Rは社会が

表現するX上の選好関係を表しているとしよう．

このRが特に完備性と推移性を満たすとき，それ

を社会的順序と呼ぶことにしよう．また，

定義3；ある二項関係Rα⊆X×Xが公理αを

体現するとは，以下のことが成り立つことを

意味する：∀x，x’∈X，

（x，x’）∈Rα（resp．　P（Rα））⇔公理αに従えば，　xは

x’ 謔閧熄ｭなくとも同程度に望ましい（resp。厳密

に望ましい）．

一般にある公理αを体現する二項関係は完備な順

序である保証はない．では，一般にある社会的順序

R⊆X×Xがある公理を満たすとはいかなること
かを定式化しよう．

定義4：ある社会的順序刃が公理群r〆ノ耐を満

たすとは，それぞれの公理〆を体現する二項関係

泥勉こ関して，以下の関係が成り立つときそのとき

のみである：

　　R⊇［∪、。。1ぞαλ］＆P（1ぞ）⊇［∪、．。P（Rαλ）］．

　以上の定義が示すように，ある社会的順序がある

公理を満たすためには，その公理自体を体現する二

項関係が社会的順序の部分関係でなければならない．

これは，この公理自体が体現される二項関係が順序

関係の条件と矛盾するような性質を内在させていれ

ば，結局，いかなる社会的順序Rもこの公理を満た

すことができないことを意味する．

　いかなる種類の公理であれば，それは何らかの社

会的順序Rによって満たされることが可能なのだ

ろうかPあるいはそのような公理を満たす社会的順

序Rは存在するのであろうかPその準備のために

いかにいくつかの概念を導入する．

定義5（Suzumura（1976））：ある二項関係R⊆X

×Xが整合性（CO皿sistency）を満たすとは，　X
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上の任意の有限部分集合｛婿娯＿，〆レこ関し

て，Rが以下のようなincoherent　cycleを持

つことが無いことを言う：
（　　1　　2躍，認）∈P（尺），（♂，〆＋1）∈R∀ん＝2，＿，’一1，

＆（∬オ，認L）∈R．

命題3：ある任意の公理群｛αλ｝・副を同時に

満たす社会的順序Rが存在するための必要
十分条件は，それぞれの公理〆を体現する

二項関係Rαλに関して，以下の関係が成り

立つときそのときのみである：
　　　　［∪λ創R門は整合性を満たす．

命題3より，複数の公理を共に満たす整合的な社会

的順序の構成可能性は，それら複数の公理を体現す

る二項関係の和（union）が整合性を満たすか否かを

確認すれば良い事が解る．

　以上の議論は，我々の経済的資源配分問題の論脈

で定義されている拡張された社会的厚生関数の構成

可能性問題とどのように関わっているのであろう

かP第一に，社会的厚生関数は一般に，各経済環境

に対して，与えられた社会状態の集合上で順序関係

を賦与する写像である．従って，上記の命題3に基

づけば，一般にある公理群｛αλ｝λ副を同時に満たす

社会的厚生関数の存在可能性は，各経済環境ごとに，

これらの公理群を体現する二項関係の群を定義し，

その和が整合的であることを確認すれば良い事がわ

かる．例えば，我々の平脈では，公理L、S，公理

J－RF，及び公理PAはそれぞれ，以下のような性

質を持つ二項関係写像（2L∫：E→→（Zη×乃2，

Qノ凧E→→（Z〃×r）2，及び（2耽E→→（Zη×r）2に

よって体現される：

（1）∀θ＝〈2＞；Z；u；s；∫〉∈E，

　　∀（z，γ），（z’，γノ）∈8（θ），

　　（（z，γ），（z～プ））∈QLS（ε）⇔［γ∈珊＆γ〆年几・］，

（2）∀ε＝〈N；Z；u；s；ノ〉∈E，

　　∀（z，γ），（z’，γノ）∈ヨ（θ）with　z＝（x，　y）＆z’

　　＝（xノ，y’）

　　　　　（（Z，γ），（Zノ，γ〆））∈（γRF（8）

　　　　⇔X＝Xノ＆（Z，Z〆）∈ノ（の；

　　　　　（（Z，γ），（Z～γ’））∈P（Q／RF（ε））

　　　　⇔X＝Xノ＆（Z，Z’）∈P（ノ（θ））。

（3）∀θ＝〈2＞；Z；u；s；∫〉∈E，

　　∀（z，γ），（z，γ’）∈ヨ（の，

　　　　　（（z，γ），（z’，γ’））∈P（QP4（θ））

研　　究

⇔蹟（之f）〉脇（之9（∀ガ∈！＞），

　（（Z，γ），（Zノ，γ〆））∈1（QP且（ε））

⇔拓（Zf）＝脇（gり（∀ガ∈N）．

このように定義された3つの二項関係写像に関して，

任意の経済環境θ一〈N；Z；u；s；∫〉∈Eにおいて

二項関係QL∫（θ）UQ∫児F（θ）UQP聚θ）が整合的であ

るか否かをチェックする事で，上記の3公理を満た

す拡張された社会厚生関数の存在可能性を確認する

ことが出来るのである．

　残念ながら，関係α5（θ）∪（2／RF（ε）∪（2m（θ）が

一般に整合性を満たさない事は容易に確認される．

第一に，二項関係（2L∫（8）∪（2珊（のは整合性を満た

さない．それはQLS（8）が拡張された社会的選択肢

（z，γ）のうち，もっぱら配分ルールγの特性にのみ

基づく価値判断基準を表しているのに対し，Q岬

（θ）は逆に配分帰結zの特性にのみ基づく価値判断

基準を表していることからも容易に推測がつく．同

様の議論は，（2ムS（の∪（2Pハ（のが整合性を満たさな

い事にも適用できる．では，Q郷（6）UQ栩（のに関

してはどうであろうかPこれは所謂，資源配分の衡

平性と効率性の両立可能性問題としてよく知られて

いる課題に関わり，二項関係Q郷（θ）UQPA（θ）が整

合的であるか否かは，分配的正義の基準ノの性質に

依存するであろう．

　もし仮にノが個々人の効用関数情報を全く無視

した，非厚生主義的な情報的基礎のみに基づいて定

義されている二項関係である場合には，個々人の効

用関数情報のみに基づく厚生主義的なQP聚θ）と

Q郷（θ）の評価がどこかで衝突するか，もしくは両

評価の接合が循環的二項関係を導いてしまう事は容

易に予想される23）．分配的正義の基準ノが個々人

の効用関数プロフィールを情報的基礎（の一部）とし

て構成されている場合はどうであろうかP例えば，

二項関係1が無羨望基準を体現している場合，やは

り（2P聚6）と（2榔（θ）の衝突が生じてしまう事は，

よく知られている24）．

　では，無羨望基準を弱めた要請である，パレース

が「機会集合のレキシミン配分基準」として呈示し

た，非支配的多様性基準ノNOの場合にはどうであろ

うかPその場合も依然として，公理PAとの衝突は

避けられないのである．

例1：ある経済環境ε一＜1＞；z；u；s；ア〉∈Eは今，

以下のように定義される．N一｛1，2，3｝，τ＝3，お



「福祉国家」政策論への規範経済学的基礎付け

よび生産関数は∫（∬）一認である．また，3人の個人

の労働スキルは∫ど＝1（∀庭N）である．今，個人の

効用関数は以下のように与えられている：

　∀（∬，〃）∈Z，z41（ユ3，ε！）　；（1一θ）・（溶一∬）十μ

　　　　　　　　whereθ∈（0，1）．

また，個人2の効用関数は以下のように与えられて

いる：

　　∀⑰，〃）∈z，

廟）一｛㌫1；驚㍑ll翻：島

他方，個人の効用関数は漉＝〃1としよう．

　ここで以下の4つの実行可能配分を考える：

　　　　　z＊一（（1，1），（1，1），（1，1）），

　　　　　z＊＊＝　（（2，2），（2，2），（1，1）），

　　z＊（θ）＝（（1，1十θ），（1，1一θ），（1，1）），

　　z＊＊（θ）＝（（2，2一θ），（2，2十θ），（1，1））．

これら4つの実行可能配分を経済環境θにおいて

Nash均衡帰結として実現するような配分ルールを

それぞれγ＊，γ＊＊，γ＊（θ），及びγ＊＊（θ）としよう．そ

のとき，（9ノ臓∫（θ）の定義より，

　　（（z＊，γ＊），（z＊（θ），γ＊（θ））∈∫）（QノκρR∫（ε）），

　（（z＊＊，γ＊＊），（z＊＊（θ），γ＊＊（θ）））∈P（Qノκo紀∫（θ））．

他方，（2P聚θ）の定義より，

　　（（z＊（θ），γ＊（θ）），（z＊＊，γ＊＊））∈∫（QP冗（ε）），

　　（（z＊＊（θ），γ＊＊（θ）），（z＊，γ＊））∈∫（QPA（6））．

以上の議論より，二項関係（2ノ牌S（θ）∪（2P4（のは整

合的ではない事が確認できる．　　　　　Q．E．　D．

3．3．セカンド・ベストな拡張された社会的厚生関

　　数の構成可能性問題への理論的基礎

　我々は3．2節において，我々が掲げる3つの基本

公理（正S，JRF，　PA）を同時に満たす拡張された社会

的厚生関数が存在するための必要十分条件について，

議論してきた．それは各公理を体現する二項関係の

集合和が，それ自体，二項関係として整合性の性質

を満たすことを要請するものであった．しかし例1

で確認したように，例えばパレート基準と非支配的

多様性基準のように，両公理を体現する二項関係が

整合性を満たさなくなるケースは，むしろ通則的で

あると考えられる．その場合に，我々は，そのよう

な公理群が要請する諸基準を反映した整合的な社会

的判断の形成を完全に放棄してしまうしかないので

あろうかPしかし，パレート基準と非支配的多様性

基準のように，それぞれの公理が社会的に支持しう

る規範的価値基準を表している場合，それらを少し
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でも反映したセカンド・ベストの整合的な社会的判

断の形成可能性を探求すべきではなかろうかP互い

に両立不可能な価値基準でありながら，社会的にそ

れらのいずれをも放棄しがたい二つの公理がある場

合の，セカンド・ベストの社会的厚生関数の構成の

方法に関して，以下では二つのアプローチについて

言及しておきたい．

　一つのアプローチは，セン＝ウイリアムズ（Sen

and　Williams（1982））で言及されたところの，諸基

準の「多元的」適用アプローチ（plural　appmach）で

ある．今，再び一般的社会状態の集合X上での社

会的順序Rの構成可能性問題の論脈で考えてみよ

う．二つの公理αと公理δが存在し，それぞれを体

現するX上の二項関係をRαとRbであるとしよ

う．また，以下の議論では，二項関係κα及びRb

は共に，準順序（quasi－ordering）もしくは厳密半順

序の性質を持つものとしよう．以上の前提の下で，

諸基準の「多元的」適用アプローチは，以下のよう

な新たな二項関係Rαbを構成することである：

∀x，xノ∈X，

　　　　（X，Xり∈Rαδ⇔（X，Xり∈Rα∩Rδ；

　　　　　　　　　　　＆
（X，Xり∈P（R帥）⇔（罵Xり∈［P（Rα）∩Rδ］U［Rα∩P（Rδ）／

この二項関係Rαわは，二つの公理の体現する二項関

係のパレート主義的適用によって構成されたもので

あり，両公理が一致してxをx’よりも少なくとも

同程度に望ましいと判断する場合に限って，社会的

判断を形成する事を意味している．すなわち，xと

x〆の相対的望ましさに関して，公理αとろ公理の

判断が一致せず，互いに逆向きの判断になっている

場合には，社会的判断は形成されないことでもある．

明らかに，Rαbは準順序（もしくは厳密半順序）であ

る．したがって，準順序Rαわのある拡張完備順序

R＊が存在する．この社会的順序R＊は公理αと公

理6のいずれも満たさないが，それぞれの要請が一

致する場合には，両公理の要請を反映した社会的価

値判断を形成するものである．この方法では，互い

に相異なる複数の公理は等しいウエイトで，その要

請が社会的価値判断の形成に際して考慮されること

になる．しかしながら，諸公理の要請が考慮される

ケースとは，全ての公理の要請が同方向を向いてい

るときに限られるため，多くの状況下では諸公理の

要請とは無関係な価値判断が形成される可能性を許

してしまうという弱点がある．

　第二のアプローチは，互いに相異なる要請をする
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複：数の公理間で，社会的価値判断の形成に際しての

適用の優先順位を課す方法である．これは，ジョン・

ロールズ（Rawls（1971））なども実践した諸基準の辞

書的適用アプローチ（lexicographic　approach）と

言うべきものであって，以下のように定式化される．

今，任意の二項関係Rに対して，N（R）⊆X×Xを

以下のように定義する：∀x，xノ∈X，

　（X，X’）∈1＞（R）⇔（X，X’）蔓R＆（X1，X）（≠R．25）

さて，公理αと公理うが互いに両立しない基準であ

るときに，両公理問に適用の優先順位を付け，例え

ば，社会が公理ろよりも公理αにより優先性を与え

ている場合，社会的価値判断の形成は，第一に公理

αの要請に基づいて為され，第二に，もし公理αが

判断を保留するような社会状態間の比較問題の場合

にのみ，公理ろの要請に基づいて為されるものとし

よう．これを公理α一第一優先的＝公理b一第二優

先的適用ルールと言う．それは以下のような二項関

係R篇として，定式化される：∀x，x’∈X，

　（X，Xり∈R盤⇔（X，Xり∈Rα∪［N（尺α）∩Rδ］；

　　　　　　　　　　＆
（X，Xり∈P（礁）⇔（X，ズ）∈P（尺α）∪［1＞㈹∩P（Rδ）］η

すなわち，公理α一第一優先的一公理ろ一丁目優先的

適用ノレールの下でxの方がx1よりも少なくとも同

程度に望ましいと判断されるのは，公理αがそのよ

うな評価を要請する場合であるか，あるいは公理α

の基準によってはxとx’の相対的望ましさに関す

る比較が不可能である場合に公理うがそのような

評価を要請するかのいずれかであることを意味して

いる．同様の手続きで，公理b一第一優先的一公理

α一第二優先的適用ルールについても考えることが

出来る．それを体現する二項関係写像をR鑑で表

すことにしたい．

　その他，考えられる第三のアプローチとして，公

理α及び公理δのそれぞれの要請を弱める事によ

って，両立可能性を探る方法がある．これは形式的

には二項関係Rαの部分関係Rゴ⊆Rαと二項関係

κbの部分関係Rヴ⊆Rうとを適当に選出することで，

新たな二項関係Rα’URポが整合性を満たすように

出来るか否かを検証することに他ならない．このア

プローチは数理的特性としては，第一のアプローチ

と第二のアプローチをそれぞれその両極端な特殊ケ

ースとするような，問題の普遍的な形式である．し

かしながら，これ自体は，単に公理α及び公理6の

ファースト・ベストの組み合わせとは別の，新しい

公理α’と新しい公理ろ’とを同時に満たすファース

研　　究

ト・ベストの社会的厚生関数の存在可能性を探ると

いう問題設定と，形式的には全く同一であり，セカ

ンド・ベスト・アプローチとしての固有の新しい情

報を提供するものではない．従って，以下では我々

はこの第三のアプローチに関しては，ファースト・

ベストの社会的厚生関数の分析作業の繰り返しを避

けるという理由で，これ以上言及することを控えた

し、。

　さて，「多元的」適用アプローチの場合とは違っ

て，上記のような諸基準の辞書的適用アプローチの

場合，その方法に基づいて，直ちにセカンド・ベス

トの社会的順序の構成可能性が保証されるとは言え

ない．例えば，公理α一第一優先的一公理ろ一第二

優先的適用ルールκ怨が常に整合的な二項関係を

割り当てるか否かは，自明ではないのである．

命題4：公理α一第一優先的一公理わ一第二優先

的適用ルールR豊を尊重する社会的順序が存在

するための必要十分条件は，R盤が整合性を満

たすときそのときのみである．

　上記の命題に基づいて，我々自身の直面する，セ

カンド・ベストの拡張された社会厚生関数の構成可

能性について検討したい．例えば，例1で検証した

ような，パレート原理と非支配的多様性基準に関す

る辞書的適用ルールを考察してみよう．「ノ枷一第

一優先的＝PA一第二優先的」二項関係写像
Qμ器朋と「PA一第一優先的＝ノ醐一第二優先的」

二項関係写像（2PA．ノ噸5の二つの可能性を探ること

が出来る．それぞれ，任意のε∈Eに関して，

　Q∫噸5．PA（ε）

＝（2ノ醐R5（ε）U［N（QノκDπS（ε））∩QP且（θ）］＆

　P（Q∫κ恥PA（ε））

＝P（（2ノ脚R3（θ））U［N（Qノ即R∫（ε））∩、P（QPハ（θ））］；

　　Q飾ノ槻S（の

＝（2P聚θ）∪［N（QPA（ε））∩（2ノ噸S（θ）］＆

　P（（2P4σ∫”DRS（θ））

一P（QP且（6））∪［N（QP協（θ））∩P（QノκDR5（θ））］，

と定義されている。

　残念ながら例1の経済環境と4つの実行可能配分

に基づいて考察するならば，二項関係Q∫槻S．P聚ε）

も（2P肘吻S（のも，いずれも整合的ではないことを

確認できてしまう．例えば順序付けられたペア
（（z＊，γ＊），（z＊（θ），γ＊（θ）））とペア

（（z＊＊，γ＊＊），（z＊＊（θ），γ＊＊（θ）））は，いずれもバレー
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ト比較不可能なペアであり，従ってN（（2P聚θ））に

属する．その結果，例1の非整合性の議論は二項関

係（2肺∫槻S（のに関してもそのまま適用できてしま

う．同様の議論は，二項関係Q∫囎50m（θ）に関して

も適用できるのである．

　以上の議論が示すように，諸基準の辞書的適用ア

プローチでは，一般に互いに相対立する諸公理問の

矛盾をうまく調整して，それらの公理の要請を何ら

かの程度で反映するような社会的厚生関数を構成す

ることは不可能である．多くの状況において，公理

α一第一優先的＝公理∂一第二優先的適用ルール

R篇が整合性を満たさないからである．この問題

を解決するには，公理αの比較不可能ペアの集合

N（Rつの部分集合をうまく選び取って，その部分集

合の範囲のみで公理∂を適用する方法が考えられ

る．すなわち，ある適当な部分集合1V＊（Rα）⊆N（Rα）

を選択することで，

　　　　　1ぞ鵜6≡1～αu［N＊（Rα）∩1ヒb］

を定義し，このπ欝が整合性を満たすようにする

のである．

　以上の問題点を留意しつつ，改めて我々の考察す

る経済的資源配分問題における，セカンド・ベスト

の拡張された社会厚生関数の構成可能性の検証の為

に，二項関係写像（9＊脚R5．例の定義から始めよう．

第一に，二項関係2V＊（ρ／κORS（θ））は以下のように定

義される：

　　　　　∀ε＝〈ノ〉；z；u；s；∫〉∈E，

　　　　　∀（z，γ），（z’，γノ）∈3（ε），

　　　（（Z，γ），（Zノ，γ！））∈2＞＊（QμR∫（の）

　　　⇔X≠X／orH（Z；皿）＝H（Z’；U）＝の．

かくして，二項関係写像（2＊ノ吻S．mは，任意のθ∈

Eに関して，

　　　　　　　　Q＊∫噸∫oP鳳（θ）

　＝（γ槻S（ε）∪［2＞＊（Q∫〃〃RS（8））∩（2PA（θ）］＆

　　　　　　　P（（2＊ノ噸∫．P聚ε））

＝P（Qノ吻S（θ））∪［N＊（Q∫”螂（6））∩P（QP汎（θ））］，

と定義される．次に二項関係写像Q＊飾∫槻5を定義

する．二項関係N＊（（2P聚θ））の定義は：

　　　　　∀ε＝〈N；z；u；s；！〉∈E，

　　　　　∀（Z，γ），（Z’，γノ）∈E（θ），

　（（Z，γ），（Zノ，γ！））∈N＊（QP且（θ））⇔Z，　Zノ∈P（θ）．

但しP（ε）は経済環境θにおけるパレート効率的配

分の集合である．かくして，二項関係写像
Q＊PA．∫”瑠は，任意のε∈Eに関して，

　　　　Q＊P且。押RS（ε）
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　　一（2P聚θ）∪［N＊（（9P聚θ））∩（γ脚5（θ）］＆

　　P（Q＊P4．ノ即∫（θ））

　一P（QP路（ε））∪［N＊（（2P且（ε））∩P（（2μRS（8））］，

と定義される．

　以上の議論に基づいて，以下の可能性定理を得る

ことが出来る：

定理：以下の二項関係写像それぞれをその

部分関孫写段として含むような拡張された

社会的厚生関数がそれぞれ存在する：
　（i）　Qム50（＊P且。ノκORS）　；　　（ii）　Q（＊P没。∫”OR5）oL∫　；

　（iii）QL30（＊ノ脚RS。P鋤；（iv）Q（＊ノ揮OR∫oPA）．L5．

　上記の4つのタイプの拡張された社会的厚生関数

のうち，規範理論的に注目すべきは（i）
Qム5．（＊肺理間及び（iii）（2L∫．（＊ノ噸5．P鳳）のタイプであ

る．これらはいずれも公理LSを第一優先的に適応

する諸基準の辞書的適用アプローチによって導出さ

れたものである．公理LSは非帰結主義的基準であ

り，このように非帰結主義的基準を辞書式優先的に

適用する規範理論としてはロールズの「正義の二原

理」のほか，ヴァン・パレースの「リアル。リバー

タリアン」論2ηにも見出すことが出来る．そもそも

二項関係写像万ρが，パレースの非支配的多様性基

準を体現したものであることを鑑みれば，
（2L30（＊P珂臓5）及び（9L∫D（＊ノ脚∫．PA）はパレースの「リ

アル・リバータリアン」論を体現する社会的厚生関

数であると言っても過言ではないだろう．

4．結びに代えて

　以上，伝統的な厚生経済学で開発されてきた厚生

主義的な社会的評価の仕組みは，「福祉国家」政策の

妥当性を評価する論脈においては，社会的福祉に関

する限定的な価値観しか反映し得ないことを明らか

にし，代替的な手法として拡張的な社会的厚生関数

のフレームワークを提示してきた．また，この拡張

的フレームワークにおける，当面の考慮すべき価値

基準として，我々は個人の生の自律性についての価

値を体現する労働主権の公理と，非厚生主義的な福

祉概念に基づく分配的正義の公理，そして経済的資

源配分の効率性を要請する厚生主義的公理の3つを

提示した．さらに，これ’らの3つの公理を全て同時

に満たす拡張された社会的厚生関数を整合的に構成

する事は不可能である事と，セカンド・ベストとし

ての拡張された社会的厚生関数の構成可能性を保証
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するような公理間の調整方法について分析してきた．

その調整方法とは，辞書式な順位付けに基づく公理

の優先的適用方法を一般化したものに他ならない．

そのようにして得られる拡張的な社会的厚生関数の

一つは，ヴァン・パレースの「リアル・リバータリ

アン」論を体現する社会的厚生関数に他ならないこ

とを確認してきた．

　最後に，ここで構成可能性が確認されたタイプの

拡張的な社会的厚生関数のある特性について注記し

ておこう．本稿で論じたような多元的価値を体現す

る社会的厚生関数の研究に関連する最新の文献とし

て，例えばKaplow　and　Shavell（2001）及びBlack－

orby，　Bossert，　and　Donaldson（2005）の研究を挙げ

ることができる．彼らもまた，社会的評価を形成す

る際の情報的基礎として，いわゆる個々人の効用情

報以外の，非厚生主義的情報のプロフィールを含め

た装置として，ある種の「拡張的」な社会的厚生関

数を考えている．そのような拡張された情報的基礎

においても尚，パレート原理などの条件を要請する

限り，そのような社会的厚生関数が形成する社会的

評価は，個々人の効用情報のみに基づいた厚生主i義

的性質のものに限られる．これが，それらの研究の

主要な結論である．

　例えばKaplow　and　Shavell（2001）は，社会的厚

生関数が連続性の性質を持つ限り，それがパレート

無差別原理と相容れない非厚生主義的な規範的公理

を満たす場合，その様な関数は弱パレート原理と矛

盾する事を示した．この事実は，社会的厚生関数の

連続性と弱パレート原理の性質から直ちにパレート

無差別原理が含意される事から従う28）．他方，

Blackorby　et　al。（2005）は，拡張的なプロフィール

の定義域を持つ社会的厚生関数が，定義域の普遍性，

パレート無差別原理，拡張されたプロフィールに関

する無関連の選択肢からの独立性，以上の3つの公

理を満たす場合，それは強中立性（strong　neutraL

ity）を含意する事を示した．

　強中立性とは，社会的厚生関数の割り当てる順序

が個々人の効用値プロフィール上の社会的順序と同

値になる事を要請するものであり，従って非厚生主

義的情報のプロフィールの特性とは独立に，効用値

情報にのみ依存させて社会的順序を決めるべき事を

要請する．すなわち，それは「厚生主義」の公理と

通常，解釈されている条件である．効用関数のプロ

フィールのみを定義域に持つ通常のB－S型社会的

厚生関数においても，定義域の普遍性，パレート無

差別原理，無関連の選択肢からの独立性から強中立

性が導出される事は，すでにSen（1977），　Roberts

（1980）などによって明らかにされている．対して，

B正ackorby　6’α」．（2005）は，独立性公理を効用関数

のプロフィールのみでなく，非厚生主義的情報も含

めた包括的プロフィールを想定して定義している点

に違いがあり，通常のアロー風の「無関連の選択肢

からの独立性」公理よりも弱い要請である．にも拘

らず，依然として強中立的な社会的厚生関数しか有

り得ないというBlackorby　6’α1．（2005）の定理は，

厚生主義を支持すべき強い論拠を与える様に見える．

　これらの研究と本稿で考察された議論との位置関

係について簡単に言及しておこう．第一に，Black－

orbyθ’α1．（2005）の厚生主義導出定理は，定i義域の

普遍性公理の条件に強く依存している．しかし，経

済環境を前提とする本稿で議論された拡張的な社会

的厚生関数は，個々人の効用関数の許容集合の限定

性（単調性と理事性）からして，そもそも定義域の普

遍性を満たしてはいない．また，非厚生主義的な情

報プロフィールに関しては，定義域の普遍性という

条件自体，不自然な要請であるようにも思われる．

客観的な福祉指標はそれ自体，何らかの公理体系に

よって特徴付けられるような二項関係（ないしは二

項関係写像）として定義されるべきもの29）であって，

従って移ろいやすい主観的消費選好の表現である効

用関数とは異なった形式的取り扱いをすべきもので

あるからだ．実際，我々が定理3で存在を証明した

拡張的社会的厚生関数のタイプ（2L∫0（＊飾∫噸S）には，

Blackorbyθ’α1．（2005）の意味での独立性公理も満

たすものが存在する．それは我々の考察する関数が，

彼らの意味での定義域の普遍性公理を満たしていな

いからである．

　第二に，Kaplow　and　Shavell（2001）の結論は，本

稿における例1での議論と基本的に同じである．し

かし，不可能性という意味では，我々の例1はKa－

plow　and　Shavell（2001）のケースとは違って社会的

厚生関数の連続性を仮定していない故に，より強い

命題であると言える．また，この不可能性命題自体

は，厚生主義を支持する含意を必ずしも持つもので

はない．なぜならば，Fleurbaey，　Tungodden，　and

Chang（2003）も指摘するように，パレート無差別原

理と厚生主義の公理とは同値ではないからだ．実際，

我々の拡張的な社会的厚生関数のタイプ
Q（＊P廻脚5）。∬は，弱パレート原理もパレート無差別

原理も満たし，かつ非厚生主義の2つの公理も部分
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的適用という事で弱められた形式ではあれ，満たし

ている．もっとも，このタイプの関数は連続性を満

たしていない．この事は，厚生主義と非厚生主義と

の見掛け上のトレード・オフ関係にも拘らず，その

真の要因はむしろ，連続性の要請である事を含意し

ている．

　以上を総括すれば，Kaplow　and　Shavell（2001）や

Blackorby　6’α1，（2005）の結論にも拘らず，厚生主

義的パレート原理と非厚生主義的な諸公理とを調整

的に反映した，良い性質を維持できる社会的厚生関

数を構成する事は，十分に可能である．その事を，

本稿で紹介した主要定理は示していると言えよう．

　　　　　　　　　　　　　（一橋大学経済研究所）

　注

　＊　本論文の早期原稿は，2005年10月の一橋大学経

済研究所定例研究会にて報告された．当研究会において，

本論文の改訂作業に関わる有益な助言を，祝迫得夫，神

林龍，黒崎卓，西沢保の各氏より戴いた．ここに感謝申

しあげる次第である．また関連する研究報告を2005年

10月の早稲田大学政治経済学部第142回Glopeワーク
ショップ「国家，分配，デモクラシーの政治経済学」で

行った際に，宇佐美誠氏との議論の機会を得たことが，

本論文執筆上，有益であった．ここに感謝申し上げる次

第である．

　1）例えば，法人税（97年度37．5％から98年度34．5

％，99年度30％）・法人事業税（97年度12％，98年度11

％，99年度9．6％）等の減税，所得税（98年度50％から

99年度37．5％）・住民税（98年度15％から99年度13
％）の最高税率引き下げ，研究開発減税（研究開発促進税

制）（03年度），有価証券取引税の廃止（99年度），配当所

得（03年度）への減税，等々の実施である．

　2）　例えば，「生活保護制度の見直し」では，「自立支

援プログラム」の導入の提案など自立的支援制度・運用

の見直しが検討される一方，老齢加算や母子加算の段階

的廃止が検討され，全体として生活保護費の国庫負担率

引き下げ（2007年度実施）と地方自治体への負担の転嫁

が「三位一体改革」の一環として検討されている．

　3）例えば，労働基準法の改定による，裁量労働制の

導入（98年度，03年度）や，従来一年以内とされた有期雇

用の三年までの拡大（98年度，03年度），また，派遣労働

の「原則自由」化（00年度）及びその製造業務への適用
（04年度）等．

　4）　そうした動向は結果的に労働市場の買い手市場的

構造を強化することもあり，正規被雇用者においても総

労働時間の増大という傾向が見られている．

　5）98年度以来，ここ5年間で19．2兆円ほど減少し

ている

　6）　「所得格差拡大」に関しては，学界でもその認識評

価は論点になっている．例えば，大竹（2005）で論じられ

る様に，80年代以降の所得格差の拡大は，人口分布が高
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齢老に厚くなり，二人世帯や単身世帯が増加する事で生

じた見かけ上のものである，という評価もある．とはい

え大竹（2005）でも論じている様に，90年代以降，若年層

での所得格差の拡大傾向や消費格差の拡大は認められて

いるのであり，また，金融資産の同一年齢内格差の拡大

も認められている．

　7）例えば，斉藤編（2004），塩野谷・鈴村・後藤編
（2004），池上・二宮編（2005）などを参照の事．

　8）容易に確認できることであるが，既存の「仮想的

補償原理」の基準は，いずれも循環的な二項関係を生み

出す可能性を有している．

　9）　近年の福祉国家の危機の社会的・経済的背景なら

びにその歴史的経緯についての明快なサーベイは，新川

（2004a）において与えられている．また，「新しい福祉国

家」路線の特徴として挙げられる「ワークフェア」や「積

極的労働政策」等の欧米における展開のサーベイとして，

宮本（2004）が有益である．

　10）いわゆる日本国憲法25条第1項の「すべて国民

は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す
る」の事である．

　11）　そのような代替案として位置づけられているの

が「基本所得」政策である．「基本所得」政策について

は，後藤・吉原（2004）を参照の事．

　12）　それらは人々が享受する福祉を主観的選好の充

足という観点からのみ評価する，その情報的基盤の限定

性への批判であった．さらに，選好充足としての厚生概

念に関しても，いかなる種類の選好の充足に起因してい

るかという問題に対して厚生主義が採る中立的態度を批

判するものであった．すなわち，個人の持つ攻撃的嗜好

（offensive　tastes）の充足による効用も，高価な嗜好

（expensive　tastes）の充足による効用も，適応的選好形

成ゆえの充足による効用も，あるいは「飼い慣らされた

主婦（termed　housewife）」などのような安価な嗜好

（cheaper　tastes）ゆえの充足による効用も，いずれも効

用充足という一元的な尺度に還元して評価するという意

味で，社会的厚生の評価において無差別に取り扱う点へ

の批判であった．これらは，厚生主義の持つ一般的性格

に関わる哲学的・方法論的批判である．

　13）　カルドア原理には，ここで紹介する「強い」原理

バージョンの他，「弱い」バージョンの定義も存在する．

また，仮想的補償原理の議論としては，他にピックス原

理，スキトフスキー原理，サミュエルソン原理などがあ

るが，ここではそれらの細かい異同についての言及は省

略する．ここで論ずるカルドア原理の前提する経済厚生

概念についての批判は，仮想的補償原理のその他のバー

ジョンに関しても妥当するからである．

　14）　同様の帰結は，集計的補償変分に関しても成立
する．

　15）　こうした指摘に関しては，以下のような反論が

厚生主義の立場からは返ってくるであろう．「確かに既

存の応用経済学などで利用されている社会厚生分析に関

しては，個々人の財・サービスの私的消費に関する貨幣

換算可能な選好充足度の集計としての社会的厚生のみを

考えている．しかし，必要があれば，個々人の効用関数

の定義域を拡張して，財・サービスの私的消費以外の帰

結から得る『効用』を考慮する様に，社会的厚生の概念
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を拡張できるであろう」，と．こうしたアプローチは，既

存の厚生主義的厚生経済学の限定的な情報的基礎を拡充

させる一つの方法であろう．しかし，このアプローチは，

人々の持ちうる選好それ自体の種類の多元性を考慮せず，

全てを財・サービスの私的消費に関する主観的嗜好と同

次元において一つの効用関数上で一元的に処理し評価す

る立場であるという意味で，本節冒頭に言及したセンや

ドゥウォーキンの厚生主i義批判の洗礼を免れ得ない．ま

た，福祉や善き生の規定は必ずしも主観的選好なり嗜好

の充足という側面のみでは評価しきれないものである．

センのりベラル・パラドックス（Sen（1970a，b））で提供

される「自由主義的権利の尊重」という観点や，同じく

センの「機能と潜在能力」（Sen（1985））の理論は，そうし

た「主観的選好の充足」では捉えられない福祉や「善き

生」の評価概念を提供するものであったのである．本稿

は，こうした個人の「主観的選好の充足」では捉えられ

ない福祉や「善き生」の側面をも考慮した形で，社会的

福祉の評価をすべきであるという立場にある．

　16）　実際，ピグー自身は経済的厚生としての厚生概

念に限定して議論を展開する立場を正当化している．す

なわち，「それにもかかわらず私は自分の意見として，特

殊の知識が無い限り蓋然性の判断を下す余地があると思

う．すなわち或る原因が経済的厚生に及ぼす影響を我々

が確認した場合に，我々はこの影響をば，厚生全体に対

する影響と比べてみて，その大きさにおいて異なるとも，

おそらくその方向において相等しいものと見なしてよい

であろう．……約言すれば，経済的厚生に対する経済的

原因の影響に関する質的な結論は，厚生全体に対する影

響についても当てはまるであろうという……一つの想定

がここにある．……この想定が無効であるべきだと主張

する人々は，それについて挙証の責任を負うものであ
る」（Pigou（1932）），翻訳pp．20－21．，と．

　17）　Hicks（1959），翻訳pp．　xi－xix．

　18）　現代の代替的な分配的正義論に関する邦文献と

しては，例えば吉原（1999），鈴村・吉原（2000），吉原

（2003），後藤・吉原（2004）などを参照のこと．

　19）　Gotoh，　Suzumura，　and　Yoshihara（2005）では，

「拡張された社会的順序関数」と呼んでいる．

　20）すなわち，ヨ（の上の二項関係Q（のであって，

完備性と推移性を満たすようなものである．

　21）　後藤・吉原（2004）を参照の事．

　22）　ここで9fl（肱，　m一∂亭銑とは，戦略（肱，　m．∫）∈

ル1に対応して，帰結関数が指定する個人だNの労働時

間供給量を記述している．

　23）　実際，Gotoh，　Suzumura，　and　Yoshihara（2005）

では，ノがセンの所謂，潜在能力集合の人々への賦与状

況を情報的基礎とする，潜在能力の平等化原理を体現す

る二項関係である場合に，公理PAとの衝突が不可避で

あることを証明している．

　24）この系列の最新の研究成果としては，
Tadenuma（2002）が挙げられる．また，吉原（2004）も参

照の事．

　25）　このこ項関係の定義は，Suzumura（2004）に依拠

している．

　26）　辞書的適用ルールのこのような定式化自体は，

Suzumura（2004）に依拠している．

　27）詳細に関しては，後藤・吉原（2004）を参照の事．

　28）Kaplow　and　Shavell（2001）では，パレート無差

別原理を社会的厚生関数の厚生主義的性質の定義と考え

ている

　29）例えば，機会集合のランキングを「選択の自由」

の観点から特徴付けるPattanaik　and　Xu（1990）以下の

一連の研究などがそうした具体例である．
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